
茅ヶ崎市自動車解体業許可等事務処理要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、市の区域内における使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年

法律第８７号。以下「法」という。）、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令（平成

１４年政令第３８９号。以下「政令」という。）及び使用済自動車の再資源化等に関する法律

施行規則（平成１４年経済産業／環境省令第７号。以下「省令」という。）に基づく引取業者

及びフロン類回収業者の登録並びに解体業及び破砕業の許可（破砕業者の変更の許可を含む。

以下同じ。）等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業計画者 解体業及び破砕業の許可の申請又は届出を行おうとする者であって、この要

綱に定める事前相談及び事前調整を要する者をいう。

(2) 申請等 法令等及び本要綱に基づく申請又は届出を行うことをいう。

(3) 事前相談 解体業及び破砕業に係る申請等の事前調整に先立ち、事業計画者が市長に行う

事前の相談をいう。

(4) 事前調整 解体業及び破砕業に係る申請等の手続に先立ち、市長と事業計画者が行う事前

の調整をいう。

(5) 試運転 施設の竣工後、当該施設により実際に解体自動車を破砕又は破砕前処理できるこ

とを確認するために行う運転のことをいう。

(6) 竣工検査 破砕施設の許可を受ける前に、市長が実施する検査のことをいう。

（事前相談）

第３条 解体業及び破砕業に係る許可を受けようとする者は、自動車解体業許可等相談票（第１

号様式。以下「相談票」という。）を提出し、市長に解体業及び破砕業の許可の申請の事前相

談（以下「事前相談」という。）をするものとする。

２ 市長は、事前相談があったときは、当該相談票に基づく聞き取り調査を実施し、事業計画の

概要及び実現性の把握に努めるものとする。この場合において、市長は必要があると認めると

きは、事業計画者に資料等の提出を求めることができる。

３ 資源循環課長は、前項の事業計画が解体業及び破砕業に係る事業所の設置若しくは移転に係

るもの又は解体業及び破砕業の用に供する施設の主要な設備の構造又は規模の変更に係るもの

であるときは、速やかに当該事業計画に係る関係法令を所管する関係機関及び関係課へ情報提

供を行うものとする。

（事前調整）

第４条 事業計画者は、当該事業計画が次に該当するものと認められる場合は、市長と事前調整

を行うものとする。

(1) 解体業及び破砕業の新規許可申請

(2) 破砕業の変更許可申請

(3) 解体業及び破砕業に関係する次に該当するもの（第１号及び第２号に該当するものを除

く。）

ア 事業所を新たに設置するもの又は移転するもの

イ 事業の用に供する施設の主要な設備の構造又は規模を変更するもの

ウ 既存の事業所の用に供する施設を更新するもの

２ 市長は、事前調整にあたっては、事業計画者に、事前に事業予定計画書（第２号様式）及び

附属書類（以下「事業予定計画書等」という。）の提出を指導するものとする。



事業予定計画書等の提出部数は２部とする。

なお、市長は必要があると認めるときは、事業計画者に対し、附属書類を省略させ、又は書

類の追加を求めることができる。

３ 市長は、事業計画者から事業予定計画書等の提出を受けたときは、速やかに形式要件の確認

を行い、形式要件に適合する場合は当該事業予定計画書等を収受し、事前調整を開始するもの

とする。なお、形式要件に適合しないと認められるときは、当該事業予定計画書等を返却する

ものとする。

４ 市長は、事業予定計画書等の審査及び事業計画者からの聴取並びに現地確認によって、当該

事業計画について、次に掲げる要件への適合性、第６条に基づく周知等の状況を確認するもの

とする。

また、併せて、引取り、引渡し及び再資源化の適正な管理を図られることを確認するものと

とする。

(1) 法に適合すること。

(2) 関係法令に係る許認可の取得等の証明ができること。（取得等の証明の見込みがあると

判断される場合を含む。）

５ 市長は、前項の過程において必要と認めるときは、事業計画者に対し、当該事業計画の変更

の指導又は提出を受けた事業予定計画書等の訂正の指示（以下「指導等」という。）をするこ

とができる。

この場合において、指導等は原則として文書をもって行うものとする。

６ 事業計画者は、前項に係る指導等を受けた場合は、措置状況等の報告を原則として文書をも

って市長に行うものとする。なお、事業予定計画書等の訂正等の指示に対しては、訂正済の書

類の提出をもって代えることができるものとする。また、市長は、訂正前の関係書類は別途保

存するものとする。

７ 市長は、当該事業計画及び周知等の状況が適正なものと認められたときは、事前調整が終了

した旨を事業計画者に通知するものとする。

８ 事業計画者は、第５項の規定に基づく指導等を受けた日から３か月を経過してもなお当該指

導等に対する改善策の提示等ができないときは、指導等を受けた日から３か月ごとに事前調整

の継続の意思の有無及び当該指導等に対する対応状況を文書により市長に報告するものとする。

９ 市長は、次のいずれかに該当するときは事前調整を中断することができる。なお、事前調整

を中断したときは、当該事業計画者に中断の事実及び理由を文書により通知するとともに、既

に提出を受けている事業予定計画書等を返却するものとする。

(1) 事業計画者が正当な理由がなく前号に基づく報告を１年（市長が第４号に基づく指導等

を行った日又は前号に基づき市長が事業計画者から最終の報告を受けた日を起算日とする

。）を超えて遅滞させたとき

(2) 第４項の事前調整において、当該事業計画が実現困難な状況にあると認められたとき

１０ 市長は、第５項に基づく指導等を行った日（最終の指導等を行った日を起算日とする。）

から３年を経過してもなお当該指導等に対する改善策の提示等がないとき、又は当該指導等に

対する措置が履行不可能と判断したときは、当該事業計画者に事業予定計画書等の取り下げを

指導することができる。

１１ 資源循環課長は、当該事業計画について、第９号に基づき事前調整の中断があったとき、

又は前項に基づく指導を受けて事業計画者が事業予定計画書等を取り下げたときは、その事実

を関係機関及び関係課に情報提供するものとする。

１２ 市長は、事前調整において、関係法令の手続き及び地域との調和等に係る指導について、

関係機関との総合的な事前調整を図るものとし、必要があると認めるときは、計画の変更を指



導することができる。

１３ 市長は、第１項に基づく事前調整が同一の事業計画に係るものであるときは、一括して事

業計画者との事前調整を行うものとする。

１４ 市長は、事前調整において、事前計画者の対応が著しく不誠実と認められる場合は、手続

きを中断し、関係書類を返却することができる。

（関係各課との協議)

第５条 資源循環課長は、前条第１項に該当するものにあっては、原則として次の事項について

関係機関及び関係各課と協議するものとする。

(1) 関係機関及び関係各課が所管する法令及びこれらに基づく指導事項

(2) 関係機関及び関係各課が所管する条例及び規則並びにこれらに基づく指導事項

(3) 関係機関及び関係各課の策定した総合計画等に基づく指導事項

(4) 関係機関及び関係各課の規程等に基づく指導事項

（周辺住民に対する周知）

第６条 事業計画者は、第４条第１項第１号、第２号及び第３号ア又はイ（変更後の破砕施設の

処理能力の増加を伴うものに限る。）のいずれかに該当するもの（工業専用地域内の処理施設

等に係るものを除く。）にあっては、当該事業計画に係る施設の設置予定地等の周辺で環境へ

の影響が予測される地域の住民等の理解を求めるため、事業計画について周知に努めるものと

する。

２ 周知は、事業計画の用に供する土地の周辺の生活環境に及ぼす影響を考慮して事業計画者が

定めた区域を範囲とし、その区域内の居住者及びその区域内で事業を営むもので当該事業を

代表する者を対象に、説明会を開催することにより行うものとする。

３ 事業計画者は、前号に定める説明会の開催を行おうとするときは、次に掲げる事項に適合す

る周知計画書（第４号様式）を作成し、事前に市長に届け出るものとする。

(1) 説明区域は、原則として自治会等を単位とした合理的な範囲であること

(2) 説明会の開催場所は、対象者の利便を十分考慮した合理的な場所であること

(3) 説明会の開催に当たっては、当該説明会に先立つ適切な期間内に、開催の日時及び場所並

びに当該計画の概要及び周辺地域の状況等を記載した印刷物を対象者に配布するとともに、

説明区域内の複数の箇所に説明会の開催に係る掲示を行うなど、事前の周知に十分留意する

ものであること

４ 市長は、周知計画書を審査した結果、適切なものと認めたときは、その旨を事業計画者に通

知するものとする。

５ 事業計画者は、市長から当該通知を受けたときは、周知を速やかに実施するものとする。

市長は、周知計画書を審査の結果、周知範囲及び説明会の開催方法等が妥当性を欠くと判断

したときは、事業計画者に当該周知計画の変更等の指導を行うことができる。

６ 事業計画者は、説明会を開催したときは、当該説明会の記録、住民等から提起された事業計

画に対する意見、その他対応等の記録を併せた議事録（以下「説明会開催経過書」という。

）を作成し、周知結果報告書（第５号様式）に説明会開催経過書を添えて、速やかに市長に提

出するものとする。

７ 事業計画者は、説明会開催経過書を作成したときは、被説明者の求めに応じ、当該説明会開

催経過書の閲覧の機会を与えるものとする。

８ 市長は、第２項に規定する説明会の開催について、次のいずれかに該当すると判断したとき

は、他の方法をもって代えさせることができる。この場合において、第３項から前項までの規

定を準用する。

(1) 他の説明方法が、説明会の開催に代わる合理的手段として第２項に規定する周知対象者の



理解を促進するとき

(2) 現有の施設の変更であり、当該施設の変更後の性能が明らかに周辺環境を向上させるもの

であるとき

９ 市長は、前項に基づく周知にあたり、必要な指導を行うことができる。

（添付書類）

第７条 申請等に係る書類は、別表第１及び別表第２に定める。

（解体業及び破砕業の許可の審査）

第８条 市長は、解体業及び破砕業の許可に係る申請者（以下「許可申請者」という。）から申

請書の提出を受けたときは、速やかに法令等との適合性を審査するとともに、必要に応じて現

地確認を行うものとする。また、法令等に基づく届出を受けた場合も同様とする。

なお、必要と認めるときは資料等の提出を求めることができる。

２ 前項の許可に係る審査基準は、解体業に係る申請にあっては、省令第５７条に定める許可基

準とし、破砕業に係る申請及び事業範囲の変更の申請にあっては、省令第６２条に定める許可

基準とする。

３ 市長は、第１項に基づく審査を終了したときは、審査結果報告書（第８号の１様式又は第８

号の２様式）を作成するものとする。

４ 市長は、解体業及び破砕業の許可をするときは、許可申請者に許可証の交付と併せて、許可

証の区分に応じた許可通知書（第９号の１様式から第９号の３様式まで）を交付するものとす

る。また、解体業及び破砕業の許可しないときは、解体業に係る申請にあっては解体業不許可

通知書（第１０号様式）、破砕業にあっては破砕業不許可通知書（第１１号様式）によりそれ

ぞれ通知するものとする。

（引取業者及びフロン類回収業者の登録の審査）

第９条 市長は、引取業者及びフロン類回収業者の登録に係る申請書の提出を受けたときは、速

やかに法令等との適合性を審査するとともに、必要に応じて現地確認を行うものとする。また、

法令に基づく届出を受けた場合も同様とする。

２ 市長は、必要があると認めるときは資料等の提出を求めることができる。

３ 前項の登録に係る審査基準は、引取業に係る申請及び届出にあっては、省令第４７条に定め

る登録基準とし、フロン類回収業に係る申請及び届出にあっては、省令第５１条に定める登録

基準とする。

（登録通知等）

第１０条 市長は、引取業者及びフロン類回収業者の審査登録するときは、引取業に係る申請及

び届出にあっては引取業登録等通知書（第１２号様式）、フロン類回収業に係る申請及び届出

にあってはフロン類回収業登録等通知書（第１３号様式）によりそれぞれ通知するものとする。

また、引取業者及びフロン類回収業者の登録をしないときは、引取業に係る申請及び届出にあ

っては引取業登録拒否通知書（第１４号様式）、フロン類回収業に係る申請及び届出にあって

はフロン類回収業登録拒否通知書（第１５号様式）によりそれぞれ通知するものとする。

（受理書の交付等）

第１１条 市長は、解体業及び破砕業に係る許可申請について、当該申請内容が適正なものと認

めるときは、申請者に申請書の受理を証する文書（以下「受理書」という。）を交付するもの

とする。

２ 前項の申請をした者は、同項に基づく受理書の交付を受けた後、当該申請に係る施設の工事

に着手するものとする。

３ 第１項に規定するもののほか、第４条第１項第３号ア及びイ（変更後の破砕施設の処理能力

の増加を伴うものに限る。）の事業計画に係る施設の設置については、事業計画者は第４条第



７項に規定する市長からの通知を受けた後、当該施設の工事に着手するものとする。

（試運転）

第１２条 前条第２項に係る工事が破砕業に係る施設で、当該破砕施設の試運転を行おうとする

ときは、自動車破砕施設の竣工検査等に係る事務取扱要領（平成２９年４月１日施行。以下

「竣工検査要領」という。）の定めるところにより、あらかじめ市長に連絡するものとする。

（竣工検査）

第１３条 許可申請者は第１１条の受理書の交付を受けた破砕施設が完成したときは、竣工検査

要領の定めるところにより、当該破砕施設を使用する前に市長の実施する竣工検査を受けるも

のとする。

（調整経過の記録等）

第１４条 市長は、第４条第１項各号に係るものの事前相談若しくは事前調整又は解体業若しく

は破砕業の許可若しくは変更許可の申請の手続きを受けたときは、案件ごとに自動車解体業許

可等調整経過票（第１６号様式。以下「調整経過票」という。）を作成し、当該案件に係る進

行管理を行うものとする。なお、事前相談に引き続き事前調整若しくは解体業及び破砕業の許

可の申請手続きを受けた案件にあっては、事前相談と同一の調整経過票を用いるものとする。

２ 許可手続き等が終了したもの（第４条第９号に基づく中断又は同条第１０号に基づく取り下

げを含む。）に係る調整経過票は、事前相談若しくは事前調整終了日の属する年度の終了する

日の翌日から５年間保存するものとする。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。



（別表第１）
（第７条関係） 引取業者・フロン類回収業者の登録の申請に必要な添付書類

業の区分
引取業 フロン類回収業

添付書類

誓約書 ・様式第３号の１ ・様式第３号の２
１

根拠法令 規則第46条第１項 規則第50条第１項

２ 住民票の写し（本籍（外国人に 規則第46条第１項第１号 規則第50条第１項第１号
あっては、住民基本台帳法第30
条の45に規定する国籍等）の記
載のあるものに限る （個人）。）

３ 登記事項証明書（法人） 規則第46条第１項第２号 規則第50条第１項第２号

法定代理人※の住民票の写し 規則第46条第１項第３号 規則第50条第１項第３号
４ （本籍（外国人にあっては、住

民基本台帳法第30条の45に規定
する国籍等）の記載のあるもの
に限る ）。
※法定代理人が法人である場合
にあっては、その登記事項証明
書。
（申請者が未成年の場合）

エアコンディショナーにフロン 規則第46条第１項第４号
５ 類が含まれているかどうかを確

認する体制を説明する書類

フロン類回収設備の所有権又は 規則第50条第１項第４号
６ 使用する権原を有することを証

する書類

フロン類回収設備の種類及びそ 規則第50条第１項第５号
７ の設備の能力を説明する書類



（別表第２）
（第７条関係）解体業・破砕業の許可の申請に必要な添付書類

添付書類 業の区分 解体業 破砕業

誓約書 ・様式第３号の３ ・様式第３号の３
１

根拠法令 規則第55条第１項 規則第60条第１項

施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面 規則第55条第１項第１号 規則第60条第１項第１号
２ 図、構造図、設計計算書、付近の見取図（当該施

設が廃棄物処理法第15条第１項又は第15条の２の
５第1項の許可を受けている施設である場合を除
く）※

３ 施設の所有権又は使用する権原を有することを証 規則第55条第１項第２号 規則第60条第１項第２号
する書類※

４ 事業計画書 ・様式第６号の１ ・様式第６号の２

根拠法令 規則第55条第１項第３号 規則第60条第１項第３号

収支見積書 ・様式第６号の１ ・様式第６号の２
５

根拠法令 規則第55条第１項第４号 規則第60条第１項第４項

６ 住民票の写し（本籍（外国人にあっては、住民基 規則第55条第１項第５号 規則第60条第１項第５号
本台帳法第30条の45に規定する国籍等）の記載の
あるものに限る。）及び成年被後見人及び被保佐人
に該当しない旨の登記事項証明書（個人）

７ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（法人） 規則第55条第１項第６号 規則第60条第１項第６号

８ 役員の住民票の写し（本籍（外国人にあっては、 規則第55条第１項第７号 規則第60条第１項第７号
住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等）の
記載のあるものに限る。）及び成年被後見人及び被
保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（法人）

９ ５％以上の株を有する者、又は５％以上の出資を 規則第55条第１項第８号 規則第60条第１項第８号
した者がいる場合、これらの者の株式の数又はそ
の出資した金額を記載した書類並びに住民票の写
し（本籍（外国人にあっては、住民基本台帳法第3
0条の45に規定する国籍等）の記載のあるものに限
る。）及び成年被後見人及び被保佐人に該当しない
旨の登記事項証明書又は登記事項証明書

10 政令第５条に定める使用人がある場合、使用人の 規則第55条第１項第９号 規則第60条第１項第９号
住民票の写し（本籍（外国人にあっては、住民基
本台帳法第30条の45に規定する国籍等）の記載の
あるものに限る。）及び成年被後見人及び被保佐人
に該当しない旨の登記事項証明書

法定代理人の住民票の写し（本籍（外国人にあっ 規則第55条第１項第10号 規則第60条第１項第10号
11 ては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍

等）の記載のあるものに限る。）並びに成年被後見
人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
（申請者が未成年でありかつ法定代理人が個人の
場合）

定款又は寄附行為及び登記事項証明書、役員の住
12 民票の写し（本籍（外国人にあっては、住民基本 規則第55条第１項第11号 規則第60条第１項第11号

台帳法第30条の45に規定する国籍等）の記載のあ
るものに限る。）並びに成年被後見人及び被保佐人
に該当しない旨の登記事項証明書 （申請者が未
成年であり、かつ法定代理人が法人の場合）

※運搬車両と容器がある場合には、様式第７号の１及び様式第７号の２を用いること。
※更新の許可の場合で、その内容に変更がない場合には２、３の書類は不要



 

第１号様式（第３条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

 

自動車解体業許可等相談票  

 

 

                                     提出日       年  月  日 

 

 

<記 入 者> 氏名                     事業計画者との関係 

 

 

<事業計画者> 氏名（法人名）                  代表者名 

            所在地                           電話番号 

     業 種        従業員数          年間売上高 

            関連企業    

 

 

<相談区分> □ 自動車解体業に係る新規許可申請 

           □ 自動車破砕業に係る新規許可申請 

           □ 自動車破砕業に係る事業範囲の変更許可申請 

           □ 新たな事業所の設置（移転を含む。） 

           □ 施設の主要な設備の構造又は規模の変更 

           □ 施設の更新 

  

<業務経歴> □ 自動車解体業の実績   有（  年間）     無 

                            （場所                       ） 

           □ 自動車破砕業の実績      有（    年間）       無 

                            （場所                       ） 

 

<計画内容> 

   ◎  事業の内容 

 

 

 

 

  ◎ 事業の予定区域  

      １ 所在地： 

      ２ 面 積： 

      ３ 土地の地目： 

      ４ 土地権利関係 □ 自己所有地 □ 借地   □ その他（             ） 

      ５ 用地選定理由 □ 既存の処理施設設置場所 □ その他（             ） 

 

 

 

 



 

 

   ◎ 土地利用の区分 

        市街化区域          市街化区域外         周辺の土地利用状況  

 

 

 

 

 □ 準工業地域 

 □ 工業地域  

 □ 工業専用地域  

 □ 市街化調整区域 

 □ 未線引区域 

 □ その他（     ） 

 □ 住宅地 

 □ 農 地 

 □ その他  

 □ その他(           )                   (           ) 

 

   ◎ 施設の概要 

 

     ○解体業の場合 

         ・使用済自動車の保管施設 

 

         ・燃料抜取場所の概要 

 

         ・解体作業場の概要 

 

         ・解体自動車の保管施設 

 

         ・部品等の保管施設 

 

         ・解体に用いる設備等の概要 

 

 

    ○破砕業の場合 

         ・解体自動車の保管施設 

 

         ・プレス機、せん断機の有無、施設の概要 

 

         ・破砕機の有無、施設の概要 

 

         ・破砕残さ等の保管施設 

 

 

 

   ◎  事業の概算費用    全体額          千円 

   

(内訳) 施設経費       土地取得費 

 

 

 

 

   （注） １ 事業予定地の付近の見取図を添付してください。 

           ２  事業敷地内の配置図を添付してください。（簡易なもので可） 

 

 



 

第２号様式（第４条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

 

 

事業予定計画書 

 

                                                            年    月    日 

 

 

 (宛先) 茅ヶ崎市長  

 

 

                                       事業計画者 

 

                                         住  所 

 

                                         氏  名                        印 

                                         （法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

                                         電  話 

 

 

 

 自動車解体業許可等事務処理取扱要綱第４条に基づき、事業予定計画書及び附属資料を

提出します。 

 

 事業計画名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附属資料一覧 

項     目 解体業 

破砕業 

破砕前処理 破砕業(令7

規模以下施

設) 

１ 誓約書(第３号の３様式) ○ ○ ○ 

２ 施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書 

付近の見取図（次の内容を記載） 

①案内図 

  ②申請地周辺の状況図(自治会等範囲の記載) 

  ③詳細図(敷地境界から２００ｍ程度の周辺状況及び搬入

路の経路・幅員、通学路等を記載) 

○ ○ ○ 

３ 施設を使用する権原を証する書類 ○ ○ ○ 

４ 事業計画書（第６号の１様式） ○   

   〃  （第６号の２様式）  ○ ○ 

５ 運搬車両の写真（第７号の１様式） ○ ○ ○ 

６ 運搬容器の写真（第７号の２様式） ○ ○ ○ 

７ 

 

収支見積書（第６号の１様式） ○   

収支見積書（第６号の２様式）  ○ ○ 

８ 住民票の写し及び登記事項証明書（個人の場合） ○ ○ ○ 

９ 定款又は寄附行為及び登記簿謄本（法人の場合） ○ ○ ○ 

10 役員の住民票の写し及び登記事項証明書（法人の場合） ○ ○ ○ 

11 ５％以上の株を有する者又は５％以上の出資をした者がいる

場合、これらの者の株式の数又はその出資した金額を記載し

た書類並びに住民票の写し及び登記事項証明書又は登記簿の

謄本 

○ ○ ○ 

12 使用人の住民票の写し及び登記事項証明書（政令第５条に定

める使用人がある場合） 
○ ○ ○ 

13 法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書(申請者が未

成年でありかつ法定代理人が個人の場合) 
○ ○ ○ 

14 定款又は寄附行為及び登記事項証明書、役員の住民票の写し

並びに登記事項証明書（申請者が未成年でありかつ法定代理

人が法人の場合） 

○ ○ ○ 

15 周知計画書（第４号様式） ○ ○ ○ 

16 既に取得している産業廃棄物処理業又は自動車解体業若しく

は自動車破砕業の許可証の写し 
○ ○ ○ 

17 標準作業書 ○ ○ ○ 

18 関係法令等に係る手続状況の説明資料及び許可証等の写し ○ ○ ○ 

19 機器仕様書  ○ ○ 

20 市長が指示した書類 ○ ○ ○ 

 



第３号の１様式（第７条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 
誓 約 書 

 
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第 45条第１項に定める欠格要件 

１ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

２ この法律、フロン類回収破壊法（平成 13 年法律第 64 号）若しくは廃棄物処理法

（昭和 45年法律第 137号）又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を

経過しない者 

３ 法第 51条第１項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から２年を

経過しない者 

４ 引取業者で法人であるものが法第 51条第１項の規定により登録を取り消された場

合において、その処分のあった日前 30 日以内にその引取業者の役員であった者でそ

の処分のあった日から２年を経過しないもの 

５ 法第 51条第１項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しな

い者 

６ 引取業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代

理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号のいずれかに該当す

るもの 

７ 法人でその役員のうちに１から５までのいずれかに該当する者があるもの 

申請者は、上記欠格要件１から７のいずれにも該当しないことを誓約します。 
 
 

  年  月  日 
 
住  所                
 
氏  名                ㊞ 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 



第３号の２様式（第７条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 
誓 約 書 

 
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第 56条第１項に定める欠格要件 

１ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

２ この法律、フロン類回収破壊法（平成 13 年法律第 64 号）若しくは廃棄物処理法

（昭和 45年法律第 137号）又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を

経過しない者 

３ 法第 58条第１項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から２年を

経過しない者 

４ フロン類回収業者で法人であるものが法第 58条第１項の規定により登録を取り消

された場合において、その処分のあった日前 30 日以内にそのフロン類回収業者の役

員であった者でその処分のあった日から２年を経過しないもの 

５ 法第 58条第１項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しな

い者 

６ フロン類回収業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人

（法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。）が前各号のいずれか

に該当するもの 

７ 法人でその役員のうちに１から５までのいずれかに該当する者があるもの 

申請者は、上記欠格要件１から７のいずれにも該当しないことを誓約します。 
 

  年  月  日 
 

住  所                
 
氏  名               ㊞ 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 



第３号の３様式（第７条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

誓 約 書 

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第 62条第１項第２号に定める欠格要件 

１ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 

２ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者 

３ この法律、廃棄物処理法（昭和 45 年法律第 137 号）、浄化槽法（昭和 58年法律第 43号）そ

の他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分

若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。第 32条の

３第７項及び第 32 条の 11 第 1 項を除く。）の規定に違反し、又は刑法（明治 40 年法律第 45

号）第 204条、第 206条、第 208条、第 208条の２、第 222条若しくは第 247 条の罪若しくは

暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正 15年法律第 60号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

４ 法第 66 条（第 72 条において読み替えて準用する場合を含む。）、廃棄物処理法第７条の４若

しくは第 14条の３の２（廃棄物処理法第 14条の６において読み替えて準用する場合を含む。）

又は浄化槽法第４１条第２項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過

しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る

行政手続法（平成５年法律第 88号）第 15条の規定による通知があった日前 60日以内に当該法

人の役員であった者で当該取消しの日から５年を経過しない者を含む。） 

５ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ

る者 

６ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下こ

の号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以

下「暴力団員等」という。） 

７ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が法人で

ある場合においては、その役員を含む。）が１から６までのいずれかに該当するもの 

８ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに１から６までのいずれかに該当する者のあ

るもの 

９ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

10 個人で政令で定める使用人のうちに１から６までのいずれかに該当する者のあるもの 

 

申請者は、上記欠格要件１から 10のいずれにも該当しないことを誓約します。 

  年  月  日 

住  所                

 

氏  名               ㊞ 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

上記欠格要件３の政令で定める使用人 

①大気汚染防止法 ②騒音規制法 ③海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 
④水質汚濁防止法 ⑤悪臭防止法 ⑥振動規制法  
⑦特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 ⑧ダイオキシン類対策特別措置法 
⑨ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

上記欠格要件８及び 10の政令で定める法令 

申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの 

① 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所） 

② ①に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業

又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの 



 

第４号様式（第６条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

周知計画書 

 

                             年      月      日 

 

(宛先)茅ヶ崎市長 

 

                              住 所 

                              氏 名 

                            （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

  自動車解体業許可等事務処理要綱に基づき、次のとおり提出します。 

施設の設置場所 
 

周知を図る区域 
 

 

説 

明 

会 

の 

開 

催 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

開催予定の日時 年    月     日          時から        時まで 

開催予定の場所 
 会場名称 

 所 在 地 

会場の入場可能人

員 

 

開催の周知方法 
 

事業計画者側の説

明会における責任

者及び出席予定者 

 

説明会以外の事業計画

を周知する方法 

 

連 絡 先 

 

 部 署 名                            電話番号 

 担当者名 

① 周知を図る区域選定の理由を、別添に任意の様式で具体的に記入し提出してください。 

② 周知を図る区域の範囲が分かる見取図を添付してください。 

③ 周知に係る配付資料等の関係資料を添付してください。 

 



 

第５号様式（第６条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

             周知結果報告書  

 

   年      月      日 

 

(宛先) 茅ヶ崎市長 

 

 

                              住 所 

                              氏 名 

                            （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

  自動車解体業許可等事務処理要綱に基づき、次のとおり提出します。 

施設の設置場所  

 

説 

明 

会 

の 

開 

催 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

開催日時 年    月     日          時から        時まで 

開催場所 
 会場名称 

 所 在 地 

説明会の参加人員  

事業計画者側の 

出席者 
 

説明会の経過及び 

概要 
 

連 絡 先 

 部 署 名 

 担当者名 

 電話番号 

  ①  説明会において配付した説明資料等を添付してください。 

  ② 説明会において住民等から出された意見に対する措置について、任意の様式に

より説明資料を添付してください。 

 



第６号の１様式（第７条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長） 
 
 

解体業事業計画書及び収支見積書 
 

 年  月  日現在作成 
 

１－１．事業の全体計画（業務を行う時間、従業員数、休日数、扱う車種（乗用車、大

型車を含む。） 
 別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 

（フロー概略図を添付） 

業務時間 ～ 従業員数 人 休業日  

 
１－２．使用済自動車の引取実績及び計画 

年 度 
＿ 年 度 実 績

（３年前） 
＿ 年度 実績

（２年前） 
＿ 年 度 実 績

（１年前） 
許 可 取 得 後 の 
年 間 計 画 

引 取 台 数 台 台 台 台 

主な引取先     

 
１－３．解体実績 

年    度 
＿ 年 度 実 績

（３年前） 
＿ 年 度 実 績

（２年前） 
＿ 年 度 実 績

（１年前） 

年間処理台数 台 台 台 

年間稼働日数 日 日 日 

平均処理実績 台／日 台／日 台／日 



 
１－４．解体能力 

 
 
 

 
１－５．保管の状況 

※ 事業所以外の場所で保管している場合には、その台数を内数で（）に記入してください。 

 
１－６．年間収支見積書 

                         年  月  日現在作成 

（参考） 
 
 
 

（注）１「１台あたり」額は、売上原価は引取台数で、その他は処理台数で割ってください。 

２ 支払利息のみの場合又は支払利息が受取利息より多い場合は、マイナスで計上してく

ださい。 
 

１日あたり処理能力 稼働予定日数 年間処理能力 

台／日 日 台 

使 用 済 自 動 車 解 体 自 動 車 
保管量の上限     台  

（    台） 
保管量の上限     台  

（    台） 
現 在 保 管 数   台  

（    台） 
現 在 保 管 数     台  

（    台） 

項  目 前年度（  年） 

（決算月（ 月）） 

今年度の見込み 

（年間） 

年度 

（千円） 

1 台あたり 

（円） 

年度 

（千円） 

1 台あたり 

（円） 

売上高（全体） ア（総売上収入）     

売上原価 イ（使用済自動車等購入費）     

その他経費 ウ       

 うち廃棄物処理委託費 エ      

営業利益 オ＝アーイーウ     

営業外利益 カ（主に支払利息）     

経常利益 キ＝オ＋カ     

使用済自動車等年間引取台数      

使用済自動車等年間処理台数      

 前年度末 現在 
負債総額（年度末残高）       （千円）   



（保管基準を超えて保管している場合に限る） 
 

解体業事業計画書及び収支見積書 
 

 年  月  日 現在作成 
 
２－１．不適正に大量に保管している使用済自動車等の処理計画 

 
（注）使用済自動車、解体自動車以外の廃棄物がある場合には、その保管量も記入してく

ださい。 
 
 
 
 
 

保管量上限を超過している廃棄物

の種類（すべて記載）（注） 
 

保管量上限を超過している廃棄物

の搬出の方法 
 

搬出先の所在地及び名称 
 
 

 

搬出先での処理の方法 
 
 

 

年間搬出予定量（種類別） 
 
 

 

過去１年間の年間搬出実績 
（種類別） 
 

 

改善完了予定年月日 
 

年  月  日 

改善にかかる予定費用  

改善にかかる資金の調達先 
 

 



 
２－２．詳細収支見積書（許可取得後１年間） 
 
Ⅰ 総括表 
 単位  
自動車解体業による利益（Ⅱ表ア） 千円    千円 

保管解体自動車に係る処分費用（Ⅱ表イ） 千円     千円 

差引 千円     千円 

差引がマイナスの場合     

（上記が借入金の場合の借入先） 
 

  

 
Ⅱ 収益の計算表 

 
Ⅲ 単価（１台あたりの平均）の算出方法 

（注）１ 有償による引取を想定しているが、処分料を徴収して引き取っている場合は、

マイナスで計上してください。 
２ 過去直近３年間の決算書（個人の場合は、所得税納税申告書及び納税証明書）

を添付してください。 
 
 
 

 単位  

有益部品売却益（１台あたり平均）A 円  

使用済自動車等引取料金（１台あたり平均）Ｂ 円  

販売費及び一般管理費（１台あたり平均） Ｃ 円  

新規引取使用済自動車年間処理台数 D 台   

新規引取使用済自動車等利益 E=(A-B-C)×D 千円   

保管使用済自動車年間処理台数 F 台  

保管使用済自動車等利益 G=(A-C)×F  千円  

自動車解体業による利益 ア H=E＋G 千円  

保管解体自動車年間処理台数 Ｉ 台  

保管解体済自動車に係る処分費用 イ J＝C’×I 千円  

有用部品売却益 →Ⅱの A へ 円 

使用済自動車等引取料金 →Ⅱの B へ（注） 円 

販売費及び一般管理費 →Ⅱの C へ 円 



２－２．詳細収支見積書（つづき） 
詳細収支見積書附表 
項目 

 

直近期の実

績（千円） 

単 価（円） 主な取引先、

引渡先又は売

却先 

備  考 

収

入 

有用物売却収入    ※主な内訳は下記のとおり 

 1      

2      

3      

4      

5      

その他     

エアバッグ類回収料金    前年引渡件数（   ）台 

廃棄物収集運搬手数料    前年輸送件数（   ）台 

使用済自動車処分手数料(注)    前年受託実績（   ）台 

支

出 

使用済自動車引取費用（注）    前年引取台数（   ）台 

廃棄物処分委託手数料（計）     

 鉛蓄電池     

リチウムイオン電池     

ニッケル・水素電池     

タイヤ     

廃油     

廃液     

蛍光管     

解体自動車（廃車ガラ）     

（種類）     

（種類）     

（種類）     

その他の廃棄物     

（注）１ 決算書等の内容と実際の収入・支出の項目の対比について記入してください。 
 ２ 直近年について作成してください。 
 ３ 使用済自動車を引取業者等から処分委託手数料等を徴収して引き取っている

場合は収入欄に、使用済自動車を買い取っている場合は、支出欄に記載してく

ださい。 
 

 
 



２－３．資産に関する調書 
 年  月  日現在 

資産の種別 内    容 数  量 価格、金額（千円） 
現金預金    

有価証券    

未収入金    

売掛金    

受取手形    

土地    

建物    

備品    

車両    

その他    

    
資   産   計  

負債の種別 内    容 数  量 価格、金額（千円） 
長期借入金    

短期借入金    

未払金    

預り金     

前受金     

買掛金      

支払手形     

その他    

    

負   債   計  
（注）前年度の決算書（貸借対照表を含む。）を添付する場合は、作成不要 

 
 
 
 
 
 
 



第６号の２様式（第７条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長） 
 
 

破砕業事業計画書及び収支見積書 
 

年  月  日現在作成 
 

１－１．事業の全体計画（業務を行う時間、従業員数、休日数を含む。） 
 
 
 
 
 
 
 

（フロー概略図を添付） 

業務時間 ： ～ ： 従業員数 人 休業日  

 
１－２．解体自動車等の引取実績及び計画 

年    度 
＿年度実績

（３年前） 
＿年度実績

（２年前） 
＿年度実績

（１年前） 
許 可 取 得 後 の 
年 間 計 画 

引 取 台 数     台     台 台 台 

主な引取先     

 
１－３．破砕実績 

年    度 
＿ 年 度 実 績

（３年前） 
＿ 年 度 実 績

（２年前） 
＿年度実績

（１年前） 

年間処理台数 台 台 台 

年間稼働日数 日 日 日 

平均処理実績 台／日 台／日 台／日 

 



１－４．破砕等能力 
 
 
 

 
 
１－５．保管の状況 

※ 事業所以外の場所で保管している場合には、その台数を内数で（）に記入してください。 

 
１－６．年間収支見積書 

                          年  月  日現在作成 

（参考） 
 
 
 

（注）１「１台あたり」額は、売上原価は引取台数で、その他は処理台数で割ってください。 

２ 支払利息のみの場合又は支払利息が受取利息より多い場合は、マイナスで計上してく

ださい。 
 
 

１日あたり処理能力 稼働予定日数 年間処理能力 

台／日 日 台 

解 体 自 動 車 Ａ Ｓ Ｒ 

保管量の上限 台 保管量の上限 ｔ 

現 在 保 管 量 台 現 在 保 管 量 ｔ 

項  目 前年度（  年） 

（決算月（  月）） 

今年度の見込み 

（年間） 

年度 

（千円） 

1 台あたり 

（円） 

年度 

（千円） 

1 台あたり 

（円） 

売上高（全体） ア（総売上収入）     

経費 イ     

 うち廃棄物処理委託費 ウ     

営業利益 エ＝ア－イ     

営業外利益 オ（主に支払利息（注））     

経常利益 カ＝エ＋オ     

解体自動車等年間引取台数      

解体自動車等年間処理台数      

 前年度末 現在 
負債総額（年度末残高）       （千円）   



（保管基準を超えて保管している場合に限る） 
 

破砕業事業計画書及び収支見積書 

 
年  月  日 現在作成 

 
２－１．不適正に大量に保管している解体自動車等の処理計画 

 
 
 

（注１）解体自動車、ＡＳＲ以外の廃棄物がある場合には保管量も記入してください。 
 
 

保管量上限を超過している廃棄物

の種類（すべて記載）（注１） 
 

保管量上限を超過している廃棄物

の搬出の方法 
 

搬出先の所在地及び名称 
 
 

 

搬出先での処理の方法 
 
 

 

年間搬出予定量（種類別） 
 
 

 

過去１年間の年間搬出実績 
（種類別） 
 

 

改善完了予定年月日 
 

年  月  日 

改善にかかる予定費用 搬出費用     円 
処分費用     円 
販売費用     円 計      円 

改善にかかる資金の調達先 
 

 



 
２－２．詳細収支見積書（許可取得後１年間） 
 
Ⅰ 総括表 

 単位  
自動車破砕業による利益（Ⅱ表ア） 千円  
保管ＡＳＲに係る処分費用（Ⅱ表イ） 千円  
差引 千円  
差引がマイナスの場合 
 
 
 

  

（上記が借入金の場合の借入先）   
 

Ⅱ 収益の計算表 

 
 

Ⅲ 単価（１台あたりの平均）の算出方法 

（注）１ 処分料を徴収して引取ることを想定しているが、解体自動車を買い取っている

場合は、マイナスで計上してください。 
２ 過去直近３年間の決算書（個人の場合は、所得税納税申告書及び納税証明書）

を添付してください。 
 

 単位  
有益部品・有用金属売却益（１台あたり平均）A 円  
解体自動車等処分料金収入（１台あたり平均）Ｂ 円  
販売費及び一般管理費（１台あたり平均） Ｃ 円  
新規引取解体自動車年間処理台数 D 台  
新規引取解体自動車等利益 E=(A+B-C)×D 千円  
保管解体自動車年間処理台数 F 台  
保管解体自動車等利益 G=(A－C)×F 千円  
自動車破砕業による利益 ア H=E+G 千円  
保管ＡＳＲに係る処分費用 イ I 千円  

有用部品・有用金属売却益 →Ⅱの A へ  

解体自動車等処分料金収入 →Ⅱの B へ（注）  

販売費及び一般管理費 →Ⅱの C へ  



２－２．詳細収支見積書（つづき） 
 
詳細収支見積書附表 
項目 

 

直 近 期 の

実 績 （ 千

円） 

単価（円） 主 な 取 引

先、引渡先

又は売却先 

備  考 

収

入 

廃棄物収集運搬手数料    前年度輸送台数（  ）台 

解体自動車処分受託手数料(注)    前年度受託実績（  ）台 

有用物・有用金属売却収入    ※主な内訳は下記のとおり 

 1     

2     

3     

4     

5     

その他     

ＡＳＲ引渡料金    前年引渡実績（   ）ｔ 

支

出 

解体自動車引取費用（注）    前年引取台数（   ）台 

廃棄物処分委託手数料（計）     

 ＡＳＲ     

解体自動車     

（種類）     

（種類）     

（種類）     

（種類）     

（種類）     

（種類）     

（種類）     

その他の廃棄物     

（注）１ 決算書等の内容と実際の収入・支出の項目の対比について記入してください。 
 ２ 直近年について作成してください。 
 ３ 解体自動車を解体業者等から処分委託手数料等を徴収して引き取っている場

合は収入欄に、解体自動車を買い取っている場合は、支出欄に記載してくださ

い。 
 
 
 
 



２－３．資産に関する調書 
年  月  日現在 

資産の種別 内    容 数  量 価格、金額（千円） 
現金預金    
有価証券    
未収入金    
売掛金    
受取手形    
土地    
建物    
備品    
車両    
その他    
    

資    産    計  
負債の種別 内    容 数  量 価格、金額（千円） 
長期借入金    
短期借入金    
未払金    
預り金    
前受金    
買掛金    
支払手形    
その他    
    

負    債    計  
（注）前年度の決算書（貸借対照表を含む。）を添付する場合は、作成不要 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

第７号の１様式（第７条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

運搬車両（写真貼り付け台紙） 

自動車登録番号 
 

斜 

 

め 

 

前 

 

方 

 

 

斜 

 

め 

 

後 

 

方 

 

 

 

 

      写真の撮り方は、斜め前及び斜め後ろの対角の位置で撮影し、車両の全景が写るように 

    してください。また、ナンバープレートが明確に判別できるものとしてください。 

 

 



 

第７号の２様式（第７条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

運搬容器（写真貼り付け台紙） 

    種  類 
 

写 

 

 

真 

 

    種  類 
 

写 

 

 

真 

 

 

 



 

第８号の１様式（第８条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

審査結果報告書（解体業） 

申請者  

 

事業所の所在地

及び用途地域 

 

１日あたり処理

可能台数 

 

【審査結果】 

    項  目      審  査  結  果  及  び  意  見 判定 

事業を的確

かつ継続し

て行うに足

りる基準に

適合するこ

と 

事業の

用に供

する施

設 

・使用済自動車保管施設 

（解体するまで） 

  

・燃料抜取場所   

・解体作業場   

・部品保管施設   

・解体自動車の保管施設   

申請者

の能力 

・標準作業書の常備及び従

事者への周知 

  

・事業を継続できないこと

が明らかでないこと（事業

計画、収支等） 

  

欠格要件への該当   

 

 



 

【 経 過 】 

  事  項  年 月 日            特    記    事    項 

   

＜参考事項＞ 

周辺住民等への周知等の

概要及びその結果 

 

関係法令手続の経過  

 

 



 

第８号の２様式（第８条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

審査結果報告書（破砕業） 

申請者  

 

事業所の所在地

及び用途地域 

 

業の区分 破砕、破砕前処理（圧縮、せん断） 

１日あたり処理

可能台数 

 

【審査結果】 

    項  目      審  査  結  果  及  び  意  見 判定 

事業を的確

かつ継続し

て行うに足

りる基準に

適合するこ

と 

事業の

用に供

する施

設 

・破砕するまでの保管施設   

・破砕前処理施設   

・破砕施設   

・破砕残さの保管施設   

・圧縮またはせん断した後

の解体自動車の保管施設 

  

申請者

の能力 

・標準作業書の常備及び従

事者への周知 

  

・事業を継続できないこと

が明らかでないこと（事業

計画、収支等） 

  

欠格要件への該当   

 



 

【 経 過 】 

  事  項  年 月 日            特    記    事    項 

   

＜参考事項＞ 

事前手続における関係各

課協議の概要及びその対

応※関係各課協議の回答

書の写を添付 

 

周辺住民等への周知等の

概要及びその結果 

 

関係法令手続の経過  

 

 



 

（ 第 ９ 号 の １ 様 式 ） （ 第 ８ 条 関 係 ） （ 用 紙  日 本 工 業 規 格 Ａ ４ 縦 長 型 ）  

 

許 可 通 知 書  

                                 茅 ヶ 崎 市 指 令   第       号  

                             （ 住 所 ）  

                             （ 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 法 人 の 名 称  

                               及 び 代 表 者 の 氏 名 ） ）  

 

         年   月   日 付 け で 申 請 が あ っ た 解 体 業 に つ い て は 、使 用 済 自

動 車 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 ８ ７ 号 ） 第 ６ ０ 条 第 １

項 の 規 定 に 基 づ き 、 別 添 の 解 体 業 許 可 証 に 記 載 の と お り 許 可 し ま す 。  

こ の 処 分 に つ い て 不 服 が あ る と き は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ か 月 以 内 に 、 神 奈 川 県 知 事 に 対 し て 審 査 請 求 を す る

こ と が で き ま す （ な お 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ３ か 月 以 内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過

す る と 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。  

こ の 処 分 に つ い て は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ６ か 月 以 内 に 、 茅 ヶ 崎 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 茅 ヶ 崎 市 を 代 表

す る 者 は 茅 ヶ 崎 市 長 と な り ま す 。 ） 横 浜 地 方 裁 判 所 に 処 分 の 取 消 し の 訴 え

を 提 起 す る こ と も で き ま す （ な お 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

１ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま

す 。 ） 。 た だ し 、 上 記 の 審 査 請 求 を し た と き は 、 当 該 審 査 請 求 に 対 す る 裁

決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 茅 ヶ 崎 市 を

被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 茅 ヶ 崎 市 を 代 表 す る 者 は 茅 ヶ 崎 市 長 と な り ま

す 。 ） 横 浜 地 方 裁 判 所 に こ の 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま

す 。  

         年   月   日  

 

茅 ヶ 崎 市 長  

 

 

受 領 書  

 

         年   月   日 付 け 茅 ヶ 崎 市 指 令   第             号 の 解 体

業 許 可 通 知 書 及 び 解 体 業 許 可 証 を 確 か に 受 領 し ま し た 。  

 

         年   月   日  

(宛 先 )茅 ヶ 崎 市 長  

 

 住    所    

名    称   

受 領 者 氏 名                                     印  

公  印  

 

省  略  

 



 

（ 第 ９ 号 の ２ 様 式 ） （ 第 ８ 条 関 係 ） （ 用 紙  日 本 工 業 規 格 Ａ ４ 縦 長 型 ）  

 

許 可 通 知 書  

                                 茅 ヶ 崎 市 指 令   第       号  

                             （ 住 所 ）  

                             （ 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 法 人 の 名 称  

                               及 び 代 表 者 の 氏 名 ） ）  

 

         年   月   日 付 け で 申 請 が あ っ た 破 砕 業 に つ い て は 、使 用 済 自

動 車 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 ８ ７ 号 ） 第 ６ ７ 条 第 １

項 の 規 定 に 基 づ き 、 別 添 の 破 砕 業 許 可 証 に 記 載 の と お り 許 可 し ま す 。  

こ の 処 分 に つ い て 不 服 が あ る と き は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て ３ か 月 以 内 に 、 神 奈 川 県 知 事 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ

と が で き ま す （ な お 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ３ か 月 以 内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す

る と 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。  

こ の 処 分 に つ い て は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ６ か 月 以 内 に 、 茅 ヶ 崎 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 茅 ヶ 崎 市 を 代 表 す

る 者 は 茅 ヶ 崎 市 長 と な り ま す 。 ） 横 浜 地 方 裁 判 所 に 処 分 の 取 消 し の 訴 え を

提 起 す る こ と も で き ま す （ な お 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １

年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま

す 。 ） 。 た だ し 、 上 記 の 審 査 請 求 を し た と き は 、 当 該 審 査 請 求 に 対 す る 裁

決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 茅 ヶ 崎 市 を

被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 茅 ヶ 崎 市 を 代 表 す る 者 は 茅 ヶ 崎 市 長 と な り ま

す 。 ） 横 浜 地 方 裁 判 所 に こ の 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま

す 。  

         年   月   日  

 

茅 ヶ 崎 市 長  

 

 

受 領 書  

 

         年   月   日 付 け 茅 ヶ 崎 市 指 令   第             号 の 破 砕

業 許 可 通 知 書 及 び 破 砕 業 許 可 証 を 確 か に 受 領 し ま し た 。  

 

         年   月   日  

(宛 先 )茅 ヶ 崎 市 長  

 

 住    所    

名    称   

受 領 者 氏 名                                     印  

公  印  

 

省  略  

 



 

（ 第 ９ 号 の ３ 様 式 ） （ 第 ８ 条 関 係 ） （ 用 紙  日 本 工 業 規 格 Ａ ４ 縦 長 型 ）  

 

許 可 通 知 書  

                                 茅 ヶ 崎 市 指 令   第       号  

                             （ 住 所 ）  

                             （ 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 法 人 の 名 称  

                               及 び 代 表 者 の 氏 名 ） ）  

 

         年   月   日 付 け で 申 請 が あ っ た 破 砕 業 変 更 許 可 申 請 に つ い

て は 、使 用 済 自 動 車 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 ８ ７ 号 ）

第 ７ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 別 添 の 破 砕 業 許 可 証 に 記 載 の と お り 変 更

し て 記 載 の と お り 許 可 し ま す 。  

こ の 処 分 に つ い て 不 服 が あ る と き は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ か 月 以 内 に 、 神 奈 川 県 知 事 に 対 し て 審 査 請 求 を す る

こ と が で き ま す （ な お 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ３ か 月 以 内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過

す る と 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。  

こ の 処 分 に つ い て は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ６ か 月 以 内 に 、 茅 ヶ 崎 市 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 茅 ヶ 崎 市 を 代 表

す る 者 は 茅 ヶ 崎 市 長 と な り ま す 。 ） 横 浜 地 方 裁 判 所 に 処 分 の 取 消 し の 訴 え

を 提 起 す る こ と も で き ま す （ な お 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌

日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

１ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま

す 。 ） 。 た だ し 、 上 記 の 審 査 請 求 を し た と き は 、 当 該 審 査 請 求 に 対 す る 裁

決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 茅 ヶ 崎 市 を

被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 茅 ヶ 崎 市 を 代 表 す る 者 は 茅 ヶ 崎 市 長 と な り ま

す 。 ） 横 浜 地 方 裁 判 所 に こ の 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま

す 。  

         年   月   日  

 

茅 ヶ 崎 市 長  

 

 

受 領 書  

 

         年   月   日 付 け 茅 ヶ 崎 市 指 令   第             号 の 破 砕

業 変 更 許 可 通 知 書 及 び 破 砕 業 許 可 証 を 確 か に 受 領 し ま し た 。  

 

         年   月   日  

 

(宛 先 )茅 ヶ 崎 市 長  

 住    所    

名    称   

受 領 者 氏 名                                     印  

公  印  

 

省  略  

 



第１０号様式（第８条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 
 
 

  年  月  日 
 

解 体 業 不 許 可 通 知 書 
 
 
住  所 法人にあっては、名称 
氏  名 及び代表者の氏名 
 
 

茅ヶ崎市長         印    
 
   年  月  日付けで申請のあった解体業の許可については、使用済自動車の再資

源化等に関する法律第 62 条第１項の規定に基づき、次の理由により許可できませんので、

同条第２項の規定により通知します。 
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、神奈川県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表する者は茅ヶ崎市長となります。）

横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（なお、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記の審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表す

る者は茅ヶ崎市長となります。）横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 
 
 理 由 



第１１号様式（第８条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 
 
 

  年  月  日 
 

破 砕 業 不 許 可 通 知 書 
 
 
住  所 法人にあっては、名称 
氏  名 及び代表者の氏名 
 
 

茅ヶ崎市長         印    
 
   年  月  日付けで申請のあった破砕業の許可（変更の許可）の申請については、

次の理由により、使用済自動車の再資源化等に関する法律第 69 条第１項（第 70 条第２項

で準用する同法第 69 条第１項）の規定により許可できませんので、同条第２項（同条第２

項において準用する同法第 69 条第２項）の規定により通知します。 
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、神奈川県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌

日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表する者は茅ヶ崎市長となります。）

横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（なお、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記の審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表す

る者は茅ヶ崎市長となります。）横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 
 
 理 由 



第１２号様式（第１０条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

年  月  日 

 

引 取 業 者 登 録 等 通 知 書 

 

住  所 法人にあっては、名称 

氏  名 及び代表者の氏名 

 

茅ヶ崎市長       印    

 

  年  月  日付けで申請（届出）があった引取業の登録（登録の変更）について

は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第 44条第１項（第 46条第２項）の規定に

より登録（登録の変更）をしたので、同条第２項（同条第３項において準用する同法第

44条第２項）の規定により通知します。 

 

事業所の名称 

事業所の住所 

登録番号 

登録の年月日          年   月   日 

登録の有効期限         年   月   日 

 

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、茅ヶ崎市長に対して審査請求をすることができます（なお、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表する者は茅ヶ崎市長となり

ます。）横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（なお、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなく

なります。）。ただし、上記の審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟に

おいて茅ヶ崎市を代表する者は茅ヶ崎市長となります。）横浜地方裁判所にこの処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

 

備考 登録の変更の場合にあっては、変更後の登録内容を記載しています。 



第１３号様式（第１０条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

 

年  月  日 

 

フ ロ ン 類 回 収 業 者 登 録 等 通 知 書 

 

住  所 法人にあっては、名称 

氏  名 及び代表者の氏名 

 

茅ヶ崎市長       印    

 

  年  月  日付けで申請（届出）があったフロン類回収業の登録（登録の変更） 

については、使用済自動車の再資源化等に関する法律第 55条第１項（第 57条第２項）

の規定により登録（登録の変更）をしたので、同条第２項（同条第３項において準用す

る同法第 55条第２項）の規定により通知します。 

 

事業所の名称 

事業所の住所 

登録番号 

登録の年月日          年   月   日 

登録の有効期限         年   月   日 

 

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、茅ヶ崎市長に対して審査請求をすることができます（なお、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表する者は茅ヶ崎市長となり

ます。）横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（なお、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなく

なります。）。ただし、上記の審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟に

おいて茅ヶ崎市を代表する者は茅ヶ崎市長となります。）横浜地方裁判所にこの処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

 

備考 登録の変更の場合にあっては、変更後の登録内容を記載しています。 



第１４号様式（第１０条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 
 
 

年  月  日 
 

引 取 業 者 登 録 拒 否 通 知 書 
 
 
住  所 法人にあっては、名称 
氏  名 及び代表者の氏名 
 
 

茅ヶ崎市長         印    
 
   年  月  日付けで申請のあった引取業の登録については、使用済自動車の再資

源化等に関する法律第 45条第１項の規定に基づき、次の理由により登録ができませんので、

同条第２項の規定により通知します。 
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、茅ヶ崎市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日

から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表する者は茅ヶ崎市長となります。）

横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（なお、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記の審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表す

る者は茅ヶ崎市長となります。）横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 
 
理 由 

 
 
 
備考 登録の変更の場合にあっては、変更後の登録内容を記載しています。 



第１５号様式（第１０条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 
 
 

  年  月  日 
 

フ ロ ン 類 回 収 業 者 登 録 拒 否 通 知 書 
 
 
住  所 法人にあっては、名称 
氏  名 及び代表者の氏名 
 
 

茅ヶ崎市長         印    
 
   年  月  日付けで申請のあったフロン類回収業の登録については、使用済自動

車の再資源化等に関する法律第 56 条第１項の規定に基づき、次の理由により登録ができま

せんので、同条第２項の規定により通知します。 
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、茅ヶ崎市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日

から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表する者は茅ヶ崎市長となります。）

横浜地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（なお、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、上記の審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、茅ヶ崎市を被告として（訴訟において茅ヶ崎市を代表す

る者は茅ヶ崎市長となります。）横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 
 
理 由 
 
 
 
備考 登録の変更の場合にあっては、変更後の登録内容を記載しています。 



 

第１６号様式（第１４条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦長型） 

自動車解体業許可等調整経過票 

相談案件 
 

相談開始        年    月    日 

許可申請日 

受付      年    月    日 

受理書交付   年    月    日 
事業予定計画

書受理 
       年    月    日 

関係各課協議 

(破砕業の場合) 
実施       年    月    日 

回答       年    月    日 

竣工検査完了          年    月    日 

 

許可等年月日 

許可等日   年    月    日 

交付日     年    月    日 

（ □ 許可    □ 不許可） 

相談案件の

廃止 

          年    月    日 

（理由                   ） 

相談実施日   応対者名             指   導   概   要 

 
(市) 

(計画者) 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 

                                                                          （継 続） 

相談実施日   応対者名             指   導   概   要 

 
(市) 

(計画者) 
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